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◆
監
査
の
結
果

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
ほ
ぼ

順
調
に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸

帳
簿
も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理
さ

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◆
所
見

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す

る
所
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

で
、
検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事

務
事
業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望

す
る
。

◎
社
会
保
障
・
税
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
制
度
に
つ
い
て
は
、
本

格
的
な
情
報
の
連
携
が
始
ま
る
こ

と
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人

番
号
）
の
情
報
搾
取
を
目
的
と
し

た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
や
情
報
漏
え
い

な
ど
の
備
え
に
万
全
を
期
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
交
付
が
低
調
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
取
得
す
る
こ
と
の
利
点
や
利

便
性
に
つ
い
て
周
知
を
図
ら
れ
た

い
。

◎
自
主
防
災
組
織
に
つ
い
て
は
、

各
組
織
の
活
性
化
に
努
め
る
と
と

も
に
、
災
害
時
に
支
障
を
き
た
す

こ
と
の
な
い
よ
う
地
域
の
実
情
に

平
成
28
年
度
の
定
期
監
査
結
果

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま

す
。茂

原
市
監
査
委
員　

元
吉
敬
宇

茂
原
市
監
査
委
員　

鈴
木
敏
文

監
査
の
対
象
＝
総
務
部
、
企
画

財
政
部
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
、
本
納
支
所
、
議
会
事
務
局
、

農
業
委
員
会
事
務
局
、
会
計
課
、

監
査
委
員
事
務
局
／
監
査
の
期
間

＝
平
成
28
年
９
月
20
日
か
ら
11
月

10
日
ま
で
／
監
査
の
場
所
＝
茂
原

市
役
所
／
監
査
の
方
法
＝
監
査
の

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
各
所
管
の

財
務
に
関
す
る
事
務
事
業
が
効
果

的
、
経
済
的
に
執
行
さ
れ
て
い
る

か
。
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
努

め
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果

を
挙
げ
、
組
織
及
び
運
営
の
合
理

化
に
努
め
て
い
る
か
。
ま
た
、
前

回
の
指
摘
事
項
の
改
善
は
な
さ
れ

て
い
る
か
に
主
眼
を
置
き
、
提
出

さ
れ
た
資
料
・
関
係
諸
帳
簿
を
調

査
す
る
と
と
も
に
説
明
を
聴
取
す

る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
監
査
の

執
行
に
努
め
た
。

平
成
28
年
度

監
査
結
果
の
公
表（
そ
の
１
）

応
じ
た
防
災
資
機
材
の
点
検
、
整

備
を
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
災
害
時

の
避
難
所
運
営
は
困
難
を
極
め
る

た
め
、
ス
ム
ー
ズ
な
運
営
が
図
ら

れ
る
よ
う
、
避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
整
備
と
と
も
に
訓
練
の
実

施
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推

進
に
つ
い
て
は
、
時
代
に
即
し
た

公
共
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

た
め
、
茂
原
市
公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
に
基
づ
い
た
施
設
数
や

規
模
、
配
置
な
ど
を
実
現
す
る
に

あ
た
り
、
市
民
と
市
が
公
共
施
設

に
関
す
る
情
報
と
問
題
意
識
を
共

有
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
市
民
へ
の
積
極
的
な
説
明

を
行
う
な
ど
情
報
の
発
信
に
努
め

ら
れ
た
い
。

◎
広
報
発
行
事
業
に
つ
い
て
は
、

広
報
媒
体
の
工
夫
、
取
組
み
に
努

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
事

務
事
業
の
趣
旨
を
市
民
に
周
知

す
る
た
め
、
広
報
効
果
の
把
握
、

フ
ォ
ロ
ー
に
つ
い
て
検
証
を
さ
れ

た
い
。

◎
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
に

は
、
職
員
の
健
康
管
理
は
重
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
健
康
診
断
の
受

診
等
、
積
極
的
に
働
き
か
け
る
と

と
も
に
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
改

正
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の

義
務
化
に
伴
い
全
職
員
を
対
象
に

実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
就
業
上

の
改
善
に
つ
な
げ
ら
れ
た
い
。

◎
公
共
工
事
の
発
注
、
施
工
時
期

の
平
準
化
に
つ
い
て
は
、
工
事
の

品
質
確
保
や
担
い
手
の
中
長
期
的

な
育
成
に
重
要
な
こ
と
か
ら
、
予

算
措
置
さ
れ
た
事
業
の
早
期
契
約

に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
庁
舎
老
朽
化
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
庁
舎
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
基
盤
で
あ
り
、
ま
た
、
災

害
発
生
時
に
は
、
情
報
収
集
や
災

害
対
策
活
動
を
迅
速
に
実
施
す
る

た
め
の
防
災
対
策
本
部
で
も
あ
る

の
で
、
維
持
管
理
更
新
が
特
定
の

時
期
に
集
中
し
な
い
よ
う
に
努

め
、
財
政
負
担
を
平
準
化
し
て
い

く
た
め
、
改
修
等
の
実
施
時
期
、

工
法
、
費
用
等
を
示
す
保
全
計
画

を
作
成
し
、
計
画
的
な
改
修
等
を

検
討
さ
れ
た
い
。

◎
茂
原
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
つ

い
て
は
、「
共
生
と
共
創
の
ま
ち

づ
く
り
」
を
め
ざ
す
た
め
、
市
民

は
じ
め
、
市
民
等
へ
そ
れ
ぞ
れ
の

役
割
と
責
務
の
理
解
、
周
知
に
積

極
的
に
取
組
ま
れ
た
い
。
ま
た
、

条
例
が
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め

に
は
地
域
の
協
力
（
協
働
）
が
必

要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地

域
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
立
ち
上

げ
な
ど
取
組
ま
れ
た
い
。

◎
国
際
化
の
推
進
に
つ
い
て
は
、

国
際
交
流
は
非
常
に
重
要
で
あ

り
、
国
際
交
流
を
進
め
て
い
く
た

め
に
は
、
市
民
へ
よ
く
認
知
し
て

も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い

ろ
い
ろ
な
機
会
を
利
用
し
交
流
状

況
の
発
信
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
給
与
所
得
者
に
係
る
個
人
住
民

税
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て
は
、
平

成
28
年
度
か
ら
千
葉
県
及
び
県
内

市
町
村
で
は
給
与
天
引
き
の
徹
底

が
図
ら
れ
て
い
る
が
、
特
別
徴
収

は
徴
収
率
向
上
に
も
つ
な
が
る
の

で
、
さ
ら
な
る
徹
底
を
図
る
た
め

に
、
対
象
事
業
所
へ
周
知
、
呼
び

か
け
を
行
い
完
全
実
施
に
向
け
取

組
ま
れ
た
い
。

◎
固
定
資
産
税
賦
課
事
務
に
つ
い

て
は
、
税
負
担
の
公
平
性
の
観
点

か
ら
、
土
地
家
屋
に
つ
い
て
適
正

な
課
税
、
さ
ら
に
は
償
却
資
産
に

つ
い
て
は
実
施
調
査
要
領
に
基
づ

い
て
、
課
税
客
体
の
把
握
に
努
め

ら
れ
た
い
。

◎
市
税
等
の
収
納
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
も
収
納
率
の
向
上
に
取
組

ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
さ

ら
な
る
取
組
み
と
し
て
納
税
者
へ

の
利
便
性
の
向
上
の
た
め
に
、
マ

ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
導
入
な
ど
一
層

の
取
組
み
を
図
ら
れ
た
い
。


